
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 18 日（土）に、啄木生誕祭第

19 回啄木かるた大会が開催されま

した。地域の方々など大勢の参加者

が集い、郷土の歌人石川啄木の短

歌を用いたかるたを取り合い熱戦を

繰り広げました。小学生 4～6 年の

部には、函館市のチームも参加し盛

り上がりました。 
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■玉山地域振興会議の概要 

玉山地域振興会議は、次の所掌事務を行う市長の附属機関です。 

設置期間は新市建設計画の終期に合わせて令和７年３月31日までとしています。 

■所掌事務 

▼地域振興会議は、市長などの諮問に応じ、次の項目で、玉山地域に係るものについて調査審議します。 

①盛岡市・玉山村新市建設計画の変更および執行状況に関する事項 

②市の基本構想、地域計画の策定および変更に関する事項 

③公の施設の設置、廃止、および管理運営に関する事項 

④その他市長などが必要があると認めた事項 

▼地域振興会議は、玉山地域の振興に関し必要があると認めた事項について、市長などに意見を述べることができます。 

 

玉
山
地
域
振
興
会
議
の
協
議
内
容 

第37回玉山地域振興会議 

 

令和４年 11 月 30 日に開催した第 37 回盛岡市玉山地域振興会議。審議事
項 1 件、委員は出席 14 人、欠席 1 人 

 審議事項  盛岡市道の駅条例について 

 
 

道の駅は、指定管理者
制度による管理運営とし、
駐車場等の公益施設は、
指定管理料及び利用料
金制、レストランや物販棟
の収益施設は、指定管理
業務による独立採算制と
します。 

条例の主な内容は、開

館時間は、トイレ、駐車場
及び情報提供施設は 24
時間利用可能とし、産直
等物販施設、飲食提供
施設、子どもの遊び場は
午前９時から午後６時ま

説明（玉山総合事務所） 

 

で。貸店舗（テナント）は午

前零時から午後 12 時ま
で。多目的室（フューチャ
ーセンター）、広場は午前
９時から午後 10 時までと
します。休館日は、トイレ・
駐車場及び情報提供施
設を除き１月１日としま
す。 

貸店舗については、公

募の方法及び利用期間
等を定めるものとし、使用
料については、貸店舗１・
２は月額 100,000 円。貸
店舗３～６は月額 50,000
円とします。また多目的

室については、営利を目

的としない場合は１時間
までごとに 330 円、営利
を目的とする場合は１時
間までごとに 990 円としま
す。 

施行期日は、規則に委
任するものとし、今後のス
ケジュールは、令和４年
12 月に 12 月定例会に追

加提案し、令和５年２月に
指定管理者手続き及び
貸店舗事業者の公募を
行います。 

 
＜千田委員＞ 

産直施設等の閉館時
間について、建物ごとに営
業時間を定めるなど検討
してはどうか。 
〇回答 

運営候補者に情報提
供しながら、必要に応じて
協議、検討を進めていき
たい。 
 

審議の結果、「可」とす
る答申をしました。 

質疑意見（要旨） 

審議結果 

 

第38回玉山地域振興会議 

 

令和５年２月１日に開催した第 38 回盛岡市玉山地域振興会議。報告事項３
件、審議事項２件、委員は出席 13 人、欠席２人 

 報告事項  盛岡市立地適正化計画の変更案について 

  第 36 回玉山地域振興
会議で諮問した盛岡市立
地適正化計画の変更素
案について、説明会やパ
ブリックコメントでの意見、
関係機関との協議を踏ま
え、変更案を作成しまし
た。 

基本的な考え方及び
方針等に変更はありませ
んが、変更素案からの主

な修正点は、館坂橋から
夕顔瀬橋付近までの氾
濫流や河岸侵食が想定
される区域と居住誘導区
域に含まれない範囲を整
合しているのかという意見
を踏まえ、家屋倒壊等氾
濫想定区域を精査し、居
住誘導区域に設定しない
範囲を修正。防災指針を
全戸周知するという取り組
み自体をソフト対策に位

置付けてはどうかとの意
見から、災害リスクエリア
における防災指針の周知
の取り組みを追加しまし
た。 

今後の スケ ジュール
は、令和５年２月の市議
会全員協議会、盛岡市
都市計画審議会の本審
議の後、令和５年３月に
公表する予定です。 

説明（都市整備部） 

 



2023.4.１ 

                                                      ３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 報告事項  飲料水供給施設等廃止及び井戸整備支援について 

  
市が所管している 10

施設の飲料水供給施設
等は、老朽化が進んでお
り、大規模な更新が必要
な時期を迎えています
が、施設の利用状況や更
新に伴う利用者負担等を
考慮して検討した結果、
令和８年度末をもってす
べての施設を廃止し、利
用者に対しては井戸の整

備により飲料水を確保す

ることとしました。 
飲料水供給施設等の

現状と課題は、施設の老
朽化のため、たびたび不
具合が発生し安定した水
供給ができなくなっている
ことや、各施設とも利用者
数の減少により水需要が
減少しており、現状の施
設規模では過大な施設と
なる等の影響があるなど
です。また、事業継続と廃

止した場合の試算は、令

の飲用水確保のための整
備の実施、井戸整備完了
後の配水施設等の撤去
等です。 

今後の スケ ジュール
は、令和５年度から井戸
等整備支援事業及び公
共施設飲用水確保事業
を実施し、井戸整備が終
了した施設は、施設廃止
工事を実施します。 

和４年度からの10年間で
必要となる維持管理費は
８億 1300 万円が見込ま
れるのに対し、井戸により
給水を確保し、施設を廃
止する場合に必要な費用
は４億 1140 万円が見込
まれます。 

廃止に向けた対応とし
ては、施設利用者が行う
井戸整備に必要となる設
備導入費等の支援、施設
を利用している公共施設

説明（玉山総合事務所） 

 

 報告事項 

 

盛岡市立生出小学校の閉校に関する 
要望書の提出について 

 

児童数が減少している
生出小学校について、盛
岡市小中学校適正配置
基本計画に基づき、児童
のより良い教育環境を確
保するため、複式学級の
解消について保護者及び
地域住民と協議してきた

ところですが、令和５年１
月 10 日付けで、生出１自
治会長、生出２自治会

長、生出３自治会長及び

生出小学校ＰＴＡ会長の
連名により、閉校に関する
要望書の提出がありまし
た。 

要望書の主な内容は、
(1)生出小学校について、
令和７年３月まで存続さ
せること。(2)生出小学校
の児童については、生出

小学校閉校後は、渋民
小学校に通学させること。
(3)閉校事業に係る補助

金の交付です。また、検

討依頼事項として、渋民
小学校への統合のスムー
ズな移行、児童の通学手
段（スクールバス）の確
保、生出小学校施設の活
用のほか、統廃合に係る
支援や配慮などについて
も挙げられています。 

今後の スケ ジュール

は、令和５年２月９日の市
議会全員協議会において
報告した後、改めて保護

者及び地域住民の皆様

に対し、閉校に関する説
明会を開催する予定で
す。その後、令和５年度
から６年度にかけては、渋
民小学校との交流事業や
スクールバスなど統廃合
に向けた調整を行い、令
和７年３月に閉校式を開
催、４月に渋民小学校と

の統合と進めてまいりま
す。 

説明（教育委員会） 

 

 審議事項  玉山地域に係る辺地総合整備計画の変更について 

  
令和３年度から令和７

年度を計画期間とする姫
神、玉山、薮川の３辺地

にかかる計画について、
事業費及び辺地対策事
業債の予定額等を変更
する必要が生じたことか
ら、総合整備計画の一部
を変更しようとするもので
す。 

変更案の概要は、 (1)
姫神辺地：姫神地区振興
センター及び葛巻消防屯
所の井戸設備工事につい

て対象施設を加え、事業
費 1250 万円を計上。(2)
玉山辺地：市道城内山谷
川目線外道路改良事業

に係る事業費として 3300
万円を増額。(3)薮川辺
地 ： 町 村 活 性 化 セ ン タ
ー、岩洞生活改善センタ
ー、岩洞消防屯所、町村
消防屯所及び薮川地区
体験農園の井戸設備工
事について、対象施設を
加え、事業費を 3240 万
円増額するものです。 

今後の スケ ジュール

は、令和５年２月の市議
会全員協議会で説明を
行い、３月定例会での議
決を経て、令和５年３月に

総務大臣へ計画書を提
出する予定です。 

 
審議の結果、「可」とす

る答申をしました。 

説明（市長公室） 

 

審議結果 
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●窓口開設予定日と受付時間 

４月 23 日（日）、５月 28 日（日） 

６月 25 日（日）、７月 23 日（日） 

※平日の受付時間は 9：00～16：30 までです 

●受付業務 

交付・申請・更新・暗証番号再設定 

●問い合わせ 

玉山総合事務所税務住民課  

019-683-3874（直通） 

 

 

 

 

令和３年７月に盛岡市公

共施設保有最適化・長寿命

化中期計画の改定により、

民間施設や市有プール施

設を活用した水泳授業の検

討が明記され、小中学校プ

ールの具体の方向性を定め

る必要があることから、盛岡

市小中学校水泳プール対

応方針を策定するもので

す。方針の期間は、令和５

年度から令和 14 年度の 10

年間です。 

中期計画における具体の 

方向性は、(1)複数校のプ

 玉山地域振興会議新委員の紹介 

千葉進委員の退任に伴い、新たに１名が委員に委嘱さ

れました。任期は令和５年２月１日から前委員の残任期

間である令和６年５月 22 日までです。所属部会は、産業

建設部会になります。 

 

委員氏名 菊地
き く ち

 慶
けい

 

推薦団体 盛岡商工会議所玉山地域運営協議会 

説明（教育委員会） 

 

ールの使用については、天

候に左右されないよう屋根

の設置が必要となり、その費

用が高額であるため見送り。 

(2)民間施設を活用した水

泳指導については、プール

施設を持つ市内の３事業者

が受け入れ可能ということで

確認。(3)市有プールの活

用については、ゆぴあすとＢ

＆Ｇを活用することで調整。

(4)大規模改修または建て

替えの検討については、原

則、小学校では通常学級

12 学級以上、中学校では

通常学級９学級以上を基本

として、大規模改修による既

存のプールの維持更新を行

うことです。 

学校プール対応方針で

は、築 40 年以上の学校プ

ールなど 19 校を方針に盛り

込む対象校とし、それ以外

の学校については、対象校

の進捗状況等を踏まえなが

ら検討を進めるとしており、

玉山地域では玉山小学校

が対象校となります。 

今後のスケジュールは、

令和５年２月の市議会全員

協議会での説明後、２月の

中旬から３月の初めにパブリ

ックコメント実施し、令和４年

度中に方針策定したいと考

えています。 

 

＜岩崎委員＞ 

使用しなくなったプール

は、どのようにするか決まっ

ているか。 

〇回答 

方針ではまだ定めていま

せんが、今後、学校や地元

の皆様と利活用の方法等に

ついて相談していきたい。 

 

審議の結果、「可」とする

答申をしました。 

質疑意見（要旨） 

審議結果 

 

 休日の窓口開設と平日の受付時間の延長について 

 
玉山総合事務所では、年度末・年度始めの

転出・転入増加に伴い、休日の窓口開設と

平日の窓口受付時間の延長を次のとおり行
います。 

取り扱う業務や受付窓口は、右の表のとおり
です。仕事などの関係で日中忙しい人は、こ
の機会にどうぞご利用ください。 
●休日窓口開設 

３月 26 日（日）、４月２日（日） 
8：30～17：00 

●平日時間延長         
３月 22 日（水）～４月４日（火） 
18：30 まで 
※土・日を除く 

 
日曜日もマイナンバーカードの 

 
受け取りができます 

 

表 休日開設・平日時間延長をする窓口など 

　　　　　　　     取り扱い業務 窓口（問い合わせ先）

◇住民異動届、印鑑登録、証明書交付
　（戸籍・住民登録・印鑑登録・税証明関係）
◇マイナンバーカード関係
◇電子証明書関係
◇市証紙・県証紙の販売

税務住民課
019-683-3874

　　　　　　　　（直通）

◇国民健康保険・後期高齢者医療関係
◇医療費助成関係
◇児童手当・児童扶養手当関係
◇障がい福祉関係
◇介護保険関係
◇母子健康手帳・妊産婦健診票交付
◇赤ちゃん手帳・予防接種券交付

健康福祉課
019-683-3869

　　　　　　　　（直通）

◇小中学校の就学、転校手続き
　※休日窓口開設は３月26日（日）のみ

学務教職員課玉山分室
019-683-3820

　　　　　　　　（直通）

 審議事項  盛岡市小中学校水泳プール対応方針（案）について 

 

・・・ 9：00～14：00 

・受け取りにはお一人につき 15 分ほどかかりますので
時間に余裕を持ってお越しください。 

・窓口の混雑状況によっては、お待ちいただく場合が
あります。 
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 マイマイガの駆除について 

 
マイマイガは、４月から５月頃にかけて卵から幼虫（毛

虫）がふ化して、さまざまな樹木の葉を食べて成長しま

す。７月頃から羽化して成虫となり、おびただしい数のマイ

マイガが街の灯りに誘引されて飛来することがあります。庭

などの樹木にマイマイガの卵の塊や幼虫を見つけたときは

早めに駆除をしましょう。 

 油漏れ事故に気を付けて 

 
ホームタンクや農業用燃料タンクからの油漏れにより、

河川などの水質汚濁事故がたびたび発生しています。河

川や土壌が油などで汚染されると環境に悪影響を及ぼす

ほか、その処理に多くの経費を要し、経費は原因者が負

担することになります。 

ポリタンクに小分けする際、作業中はその場を離れない

ようにしましょう。また、配管などから油漏れがないか定期

的に点検しましょう。万一、事故が起きた場合や、事故を

見つけた場合は、速やかに消防署または市役所へ連絡し

てください。 

 浄化槽設置の補助 

 新たに浄化槽を設置する方に対して、費用の一部を補助

します。希望する方は申請期間に手続きが必要です。申請

多数の場合は、事前届出期間に手続きをした方の中から抽

選で対象者を決定します。補助金額など詳しい内容について

は、担当までお問い合わせください。 

●期間 事前届出：令和５年４月 17 日（月）～令和５年 

 

 

●対象 公共下水道事業や農業集落排水事業の対象区域

を除く区域で行う次のいずれかの工事が対象となりま

す。 

①現在、くみ取り便所又は単独浄化槽（し尿のみの処理を

行う浄化槽）を利用している個人が自己の居住用のた

めの住宅、農家住宅又は併用住宅（以下「専用住宅

等」という。）に浄化槽を設置する工事 

②現在、くみ取り便所又は単独浄化槽（し尿のみの処理を

行う浄化槽）を利用している専用住宅等の建替え又は

増築工事に伴い浄化槽を設置する工事 

●問い合わせ 上下水道局給排水課排水設備係 

019-623-1426（直通） 

第 17 回市小中学生俳句・短歌大会（市教育委員会主

催）で、玉山地域の児童・生徒が入賞しました。応募総数は

俳句 8,401 作品、短歌 7,168 作品。入賞作品は次のとおり

です。（学年は受賞時） 
●
短
歌 

中
学
生
の
部 

【
入
選
】 

家
を
出
て
十
五
歩
歩
い
て
バ
ス
を
待
つ 

た
っ
た
二
分
の
時
間
が
好
き
だ 

渋
民
中
２
年 

 

遠
藤 

莉
々
奈 

●
短
歌 

小
学
校
中
学
年
の
部 

ぶ
つ
だ
ん
の
写
真
は
い
つ
も
わ
ら
っ
て
る 

【
佳
作
】 

会
っ
て
み
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●駆除の方法 

卵の塊は除去し、ビニール袋などに入れて燃えるごみ

に出すか、10 ㎝以上の土中に埋めてください。体長１㎝

程度までの幼虫であれば、市販の殺虫剤でも駆除できま

す。個人での駆除が難しい場合は、 

専門業者にご相談ください。 

●問い合わせ  

玉山総合事務所税務住民課 

019-683-3805（直通） 

マ
イ
マ
イ
ガ
と 

卵
塊 

盛岡市小中学生俳句・短歌大会 

 

残量が不自然に減っていませんか？

残量をこまめに確認することで、灯油漏れや盗難などのトラブルをいち早く

発見できます。

タンク本体に穴などが開いていませんか？

老朽化によるさびなどが原因で、灯油タンク本体（特に底部）に穴が開

き、灯油が漏れることがあります。定期的に確認しましょう。

ストレーナーカップや配管に穴やひび割れはありませんか？

ストレーナーカップや配管が老朽化して亀裂が入り、そこから灯油が漏れる

ことがあります。定期的に確認しましょう。

タンクはぐらついていませんか？

タンクがぐらついていると、積雪や強風などの影響で転倒する恐れがありま

す。しっかり固定されていることを確認しましょう。

ポリタンクに小分けする際、作業中はその場を離れないよう

にしましょう。また、配管などから油漏れがないか定期的に点

検しましょう。万一、事故が起きた場合や、事故を見つけた場

合は、速やかに消防署または市役所へ連絡してください。 

●問い合わせ 

盛岡中央消防署玉山出張所 019-683-2050（直通） 

玉山総合事務所税務住民課 019-683-3805（直通） 

申  請 ：令和５年４月 24（月）～随時 

 

４月 21 日（金） 
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ユートランド姫神は、温泉・産直、宿泊施設を備えた複合施

設として長年愛されてまいりました。これからも皆さまにご愛顧い

ただけるよう、「記念ロゴ入りオリジナルエコバック 1,000 円(税込

み)限定 250 個」、「缶バッジ 100 円(税込み)限定 500 個」販

売キャンペーンを実施いたします。エコバックのカラーは、グレ

ー、ペールピンク、セージグリーンの全３色で展開しており、ご購

入いただいた方には、素敵なおまけがつきます。 

また、産直コーナーでは、地元玉山特産の黒平豆を使用した

甘納豆（天候の関係で店頭にでない場合がありますのでお早め

に）、生出の清流で育ったニジマスのあらい、クレソン、たまやま

温泉 Lab がこだわって作ったリキュールなどが人気ですので、ぜ

ひご賞味ください。 

盛岡市総合交流ターミナル ユートランド姫神 

住所：盛岡市下田字生出 893-11 

019-683-3215（直通） 

 

春の全国交通安全運動が 5 月 11 日（木）から 5 月 20 日（土）ま

で行われます。 

●歩行者も交通ルールを守りましょう！ 

通学中の児童が死傷する事故が発生するなど、道路において

こどもが危険にさらされています。通園・通学路等の安全を再確認

しましょう。また、交通事故死者数の半数以上を高齢者が占めて

います。高齢者は身体機能の変化を理解し、横断歩道では走行

車両がないことなど安全を確認してから渡るようにしましょう。 

●自転車は車の仲間です。「自転車安全利用五則」を守りましょう！ 

➀自転車は、車道が原則、歩道は例外 

➁車道は左側を通行 

➂歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 

➃安全ルールを守る 

◇飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

◇夜間はライトを点灯 

◇交差点での信号遵守と一時停止・安全確認 

➄ヘルメットを着用 

●横断歩道は歩行者優先です！ 

自動車と歩行者が衝突した交通死亡事故の多くは歩行者が横

断中の事故です。横断歩道は歩行者優先であり、運転者には横

断歩道手前での減速義務や停止義務があります。歩行者や他の

車両に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って運転しまし

ょう。 

下水道は何でも流せるものではありま 

せん。快適に下水道を利用するために、 

一人一人がルールを守りましょう。 

●ごみや野菜屑、てんぷら油などの廃油は流さな

いでください。 

→食用油等が下水に流されると下水道本管の

つまりやポンプの故障の原因になります。   

●脱脂綿及びおむつ、掃除用品に(流せる掃除用

シート等）、布類は下水道本管やポンプがつまる

原因になりますので流さないでください。 

→トイレで使用できる紙は水洗トイレ用のトイレット

ペーパーのみです。  

●宅内に設置されている汚水桝は定期的に清掃

を行いましょう！ 

詳しくは盛岡市上下水道局公式 

ホームページを御参照ください。 

●問い合わせ 

上下水道局玉山事務所  

019-683-3841（直通） 

※上下水道料金の支払い、玉山地域内の「公共

下水道、公設浄化槽、農業集落排水」の維持

管理に関する内容を受け付けております。 

オリジナル 

エコバック 


